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              その他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

 当社のその他の関係会社であった株式会社 Daiko Communications が 2024 年 4 月 30 日付で、その他の関係会社に

該当しないこととなりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

1. 異動に至った経緯 

    当社上場日時点で、株式会社 Daiko Communications（以下、「Daiko 社」という）は議決権総数の 18.0％を

直接所有するとともに、Daiko 社の代表取締役である飯島正博氏（以下、「飯島氏」という。）が当社の取締役

であったことから財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以下、「財務諸表等規則」という。）第

8 条第 6 項第 2 号に該当するとともに、飯島氏及び 2 親等以内の親族（以下、飯島氏を含めて「飯島氏ら」と

いう。）が財務諸表等規則第 8 条第 6 項第 3 号における Daiko 社と緊密な関係があることにより自己の意思と

同一の内容の議決権を行使すると認められる者であると認められたため、飯島氏らの議決権所有分を Daiko 社

の合算対象といたしました。その結果、Daiko 社は当社の議決権総数の 20％超を所有かつ飯島氏が当社の取締

役であるため、当社は Daiko 社をその他の関係会社として扱っておりました。 

上場日翌日に、当社が Daiko 社の保有する株式を取得することにより、Daiko 社が直接所有する議決権の割

合は 14.9％まで下落しましたが飯島氏らの所有する株式を合算すると、依然として当社の議決権総数の 20％

超を所有かつ飯島氏が当社の取締役であることから、引き続き財務諸表等規則第 8 条第 6 項第 3 号に該当し、

その他の関係会社である認識は変わりませんでした。 

その後、2024 年 4 月 30 日の第 11 回定時株主総会（以下、「本総会」という）終結をもって、飯島氏が当社

取締役を任期満了により退任となり、本総会にて Daiko 社の使用人である長谷川一正氏（以下、「長谷川氏」

という。）が当社取締役に就任したことから、改めて財務諸表等規則第 8 条第 6 項第 3 号に該当の適否につい

て確認いたしました。 

その結果、本総会において長谷川氏が当社取締役に就任したものの、飯島氏と異なり、長谷川氏は Daiko 社

の使用人であるため、Daiko 社から当社への影響力は極めて低くなったことから、財務諸表等規則第 8 条第 6

項第 3 号にある Daiko 社が当社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる関

係に該当しないものと判断いたしました。このことから Daiko 社は当社のその他の関係会社に該当しないこと

となりました。 

 

 

 

 



2. 株式会社 Daiko Communications の概要 

(1)  名 称 株式会社 Daiko Communications 

(2)  所 在 地 東京都板橋区三園二丁目４番２号 

(3)  代表者の役職・氏名 代表取締役会長 飯島 芳孝 

代表取締役社長 飯島 正博 

(4)  事 業 内 容 電気通信工事業 

(5)  資 本 金 6,160 万円（2024 年 1 月末日現在） 

(6)  設 立 年 月 日 1991 年 2 月 15 日 

(7)  純 資 産 2,430 百万円（2024 年 1 月末日現在） 

(8)  総 資 産 3,555 百万円（2024 年 1 月末日現在） 

(9)  大株主及び持ち株比率 株式会社 I and R 50.86％ 

(10)  上 場 会 社 と 

該 当 株 主 の 関 係 

資本関係 当該会社は、当社の議決権の 14.9%を所有しております。 

人的関係 当該会社の従業員１名が当社の役員を兼任しております。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

3. 異動前後における株式会社 Daiko Communications の所有する議決権の数及び議決権所有割合    

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 計 

異動前 その他の関係会社 
575 個 

（14.9％） 

205 個 

（5.3％） 

780 個 

（20.2%） 

異動後    － 
575 個 

（14.9％) 

205 個 

（5.3％） 

780 個 

（20.2%） 

 

４．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

    当該会社は、本件異動により開示対象ではなくなります。 

 

５．今後の見通し 

    今期の業績に与える影響はありません。 

以上 


